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(57)【要約】
【課題】インキ補充時に、固定印と回転印を分離した場
合であっても、固定印の印字面で載置面が汚れない固定
印付き回転印を提供する。
【解決手段】回転印本体１３と、窓穴２２ｔが形成され
た固定印盤２２ｅを有する固定印本体２２と固定印本体
２２の外側に昇降動可能に被装した昇降鞘枠２１とから
構成される固定印２０と、回転印本体１３をその内部に
固装し、固定印本体２２をその下部で固着する把持ケー
ス１１とを有する固定印付き回転印において、固定印本
体２２の外側に係合部２２ｊを凹陥形成し、昇降鞘枠２
１の内側に係合部２２ｊと係合する係合片２２ｇを形成
し、固定印２０を把持ケース１１から分離した際に、固
定印盤２２ｅの印字面が昇降鞘枠２１の先端よりも突出
しない状態で固定印本体２２が昇降鞘枠２１に保持され
るように構成する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転自在に配設された回転子（１３ａ）とその下端との間に無端印字ベルト（１３ｂ）
を巻装した回転印本体（１３）と、
　前記無端印字ベルト（１３ｂ）の下端を露出させる窓穴（２２ｔ）が形成された固定印
盤（２２ｅ）を保持部材（２２ａ）に嵌め込んだ固定印本体（２２）と、当該固定印本体
（２２）の外側に昇降動可能に被装した昇降鞘枠（２１）とから構成される固定印（２０
）と、
　前記回転印本体（１３）をその内部に固装し、前記固定印本体（２２）をその下部で固
着する把持ケース（１１）と、
　前記昇降鞘枠（２１）を前記把持ケース（１１）に対して下方に付勢し、前記昇降鞘枠
（２１）の下端を、前記固定印盤（２２ｅ）の印字面及び無端印字ベルト（１３ｂ）の下
端よりも下側に位置させる付勢機構（１２、１４）を有する固定印付き回転印において、
　固定印本体（２２）の外面に、係合部を形成し、
　昇降鞘枠（２１）の内面に、前記係合部と係合する係合片を設け、
　把持ケース（１１）の下部に、前記係合片と当接して、前記係合部と前記係合片との係
合を解除する係合解除レールを上下方向に設け、
　固定印（２０）を把持ケース（１１）から分離し、前記昇降鞘枠（２１）に作用する付
勢力が解除された際に、前記固定印盤（２２ｅ）の印字面が前記昇降鞘枠（２１）の先端
よりも突出しない状態で、前記固定印本体（２２）が前記昇降鞘枠（２１）に保持される
ように構成したことを特徴とする固定印付き回転印。
【請求項２】
　係合片（２１ｇ）は、板状で、昇降鞘枠（２１）の内面（２１ｆ）から、その先端が内
側且つ上方を向くように設けられたものであり、
　係合解除レール（１１ｉ）の先端には、下側に向かって徐々に内側に傾く、前記係合片
（２１ｇ）の先端と当接する押圧面（１１ｊ）が形成され、
　把持ケース（１１）を下側にスライドさせると、前記係合解除レール（１１ｉ）の押圧
面（１１ｊ）が、前記係合片（２１ｇ）を、昇降鞘枠（２１）の内面（２１ｆ）側に変形
させて、係合部（２２ｊ）と係合片（２１ｇ）の係合を解除するように構成したことを特
徴とする請求項１に記載の固定印付き回転印。
【請求項３】
　係合片（２１ｍ）は、断面視略Ｖ字形状であり、幅方向に変形自在の拡開端（２１ｎ）
が上側を向くように、昇降鞘枠（２１）の内面（２１ｆ）に設けられたものであり、
　係合解除レール（１１ｋ）は、一対のレールを相対向させて形成したものであり、
　前記係合解除レール（１１ｋ）の下端には、前記係合片（２１ｍ）の拡開端（２１ｎ）
と当接する、内部が下側に拡開した形状の押圧部（１１ｍ）が形成され、
　係合部（２２ｊ）と連通する、上側に開放した通過口（２２ｘ）を固定印本体（２２）
に形成し、
　把持ケース（１１）を下側にスライドさせると、前記係合解除レール（１１）の押圧部
（１１ｍ）が、前記拡開端（２１ｎ）の幅を狭めて、前記係合片（２１ｍ）を前記通過口
（２２ｘ）に通過可能にし、係合部（２２ｊ）と係合片（２１ｍ）の係合を解除するよう
に構成したことを特徴とする請求項１に記載の固定印付き回転印。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回転印の無端印字ベルトに形成された日付やシリアルナンバー等を切り替え
て印字すると同時に、前記回転印の外側に配設された固定印の印影も印字することができ
る固定印付き回転印に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来から、特許文献１に示されるような固定印付き回転印が知られている。この固定印
付き回転印１００は、図８の（Ａ）～（Ｃ）に示されるように、日付やシリアルナンバー
等を印字する回転印１００の無端印字ベルト１１０ａを、固定印１２０の中央に形成され
た窓穴１２０ａから露出させたものであり、図８の（Ｄ）に示されるように、日付等１５
１を印字すると同時に、固定印１２０の印字面１２０ｂに形成された印影１５２も印字す
ることができるという点で便利である。
【０００３】
　このような、固定印付き回転印１００は、図９に示されるように、把持ケース１１１内
に昇降動可能に配設されたスライド部材１１２が、コイルスプリング１１３の付勢力によ
り下方に付勢され、当該スライド部材１１２が固定印１２０の昇降鞘枠１２１を下方に押
圧することにより、昇降鞘枠１２１が、把持ケース１１１に対して下方に付勢されるよう
になっている。一方で、昇降鞘枠１２１内に配設された保持部材１２２は、把持ケース１
１１の係合部１１１ａに固着している。このため、固定印付き回転印１００を置いた場合
であっても、無端印字ベルト１１０ａや印字面１２０ｂが、載置面と接触することなく、
載置面が汚れることがないようになっている。
【０００４】
　回転印１００や固定印１２０にインキを補充する際には、固定印１２０と回転印１００
を分離する必要がある。しかし、固定印１２０と回転印１００を分離すると、保持部材１
２２の係合部１１１ａへの固着が解除されるので、保持部材１２２が下方に落下し、図１
０に示されるように、固定印１２０を置いた場合には、固定印１２０の印字面１２０ｂが
載置面と接触し、載置面が汚れてしまうという問題があった。
【０００５】
【特許文献１】実公昭５５－３２７６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記問題を解決し、固定印を回転印から分離し載置した場合であっても、固
定印の印字面で載置面が汚れない固定印付き回転印を提供することを目的になされたもの
である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するためになされた請求項１に記載の発明は、回転自在に配設された回
転子とその下端との間に無端印字ベルトを巻装した回転印本体と、
　前記無端印字ベルトの下端を露出させる窓穴が形成された固定印盤を保持部材に嵌め込
んだ固定印本体と、当該固定印本体の外側に昇降動可能に被装した昇降鞘枠とから構成さ
れる固定印と、
　前記回転印本体をその内部に固装し、前記固定印本体をその下部で固着する把持ケース
と、
　前記昇降鞘枠を前記把持ケースに対して下方に付勢し、前記昇降鞘枠の下端を、前記固
定印盤の印字面及び無端印字ベルトの下端よりも下側に位置させる付勢機構を有する固定
印付き回転印において、
　固定印本体の外面に、係合部を形成し、
　昇降鞘枠の内面に、前記係合部と係合する係合片を設け、
　把持ケースの下部に、前記係合片と当接して、前記係合部と前記係合片との係合を解除
する係合解除レールを上下方向に設け、
　固定印を把持ケースから分離し、前記昇降鞘枠に作用する付勢力が解除された際に、前
記固定印盤の印字面が前記昇降鞘枠の先端よりも突出しない状態で、前記固定印本体が前
記昇降鞘枠に保持されるように構成したことを特徴とする。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、
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　係合片は、板状で、昇降鞘枠の内面から、その先端が内側且つ上方を向くように設けら
れたものであり、
　係合解除レールの先端には、下側に向かって徐々に内側に傾く、前記係合片の先端と当
接する押圧面が形成され、
　把持ケースを下側にスライドさせると、前記係合解除レールの押圧面が、前記係合片を
、昇降鞘枠の内面側に変形させて、係合部と係合片の係合を解除するように構成したこと
を特徴とする。
【０００９】
　請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、
　係合片は、断面視略Ｖ字形状であり、幅方向に変形自在の拡開端が上側を向くように、
昇降鞘枠の内面に設けられたものであり、
　係合解除レールは、一対のレールを相対向させて形成したものであり、
　前記係合解除レールの下端には、前記係合片の拡開端と当接する、内部が下側に拡開し
た形状の押圧部が形成され、
　係合部と連通する、上側に開放した通過口を固定印本体に形成し、
　把持ケースを下側にスライドさせると、前記係合解除レールの押圧部が、前記拡開端の
幅を狭めて、前記係合片を前記通過口に通過可能にし、係合部と係合片の係合を解除する
ように構成したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１に記載の発明は、回転自在に配設された回転子とその下端との間に無端印字ベ
ルトを巻装した回転印本体と、前記無端印字ベルトの下端を露出させる窓穴が形成された
固定印盤を保持部材に嵌め込んだ固定印本体と、当該固定印本体の外側に昇降動可能に被
装した昇降鞘枠とから構成される固定印と、前記回転印本体をその内部に固装し、前記固
定印本体をその下部で固着する把持ケースと、前記昇降鞘枠を前記把持ケースに対して下
方に付勢し、前記昇降鞘枠の下端を、前記固定印盤の印字面及び無端印字ベルトの下端よ
りも下側に位置させる付勢機構を有する固定印付き回転印において、固定印本体の外面に
、係合部を形成し、昇降鞘枠の内面に、前記係合部と係合する係合片を設け、把持ケース
の下部に、前記係合片と当接して、前記係合部と前記係合片との係合を解除する係合解除
レールを上下方向に設け、固定印を把持ケースから分離し、前記昇降鞘枠に作用する付勢
力が解除された際に、前記固定印盤の印字面が前記昇降鞘枠の先端よりも突出しない状態
で、前記固定印本体が前記昇降鞘枠に保持されるように構成したことを特徴とする。
　このため、固定印を把持ケースから分離した際に、固定印盤が載置面と接触しないので
、載置面が汚れることがない。
【００１１】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、
　係合片は、板状で、昇降鞘枠の内面から、その先端が内側且つ上方を向くように設けら
れたものであり、
　係合解除レールの先端には、下側に向かって徐々に内側に傾く、前記係合片の先端と当
接する押圧面が形成され、
　把持ケースを下側にスライドさせると、前記係合解除レールの押圧面が、前記係合片を
、昇降鞘枠の内面側に変形させて、係合部と係合片の係合を解除するように構成したこと
を特徴とする。
　このため、把持ケースを下側に押し込むだけで、係合部と係合片の係合が解除されて、
押印することができ、一方で、把持ケースから手を離すと、付勢機構の付勢力だけで、係
合部と係合片が係合し、固定印本体が昇降鞘枠に保持される。
【００１２】
　請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、
　係合片は、断面視略Ｖ字形状であり、幅方向に変形自在の拡開端が上側を向くように、
昇降鞘枠の内面に設けられたものであり、
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　係合解除レールは、一対のレールを相対向させて形成したものであり、
　前記係合解除レールの下端には、前記係合片の拡開端と当接する、内部が下側に拡開し
た形状の押圧部が形成され、
　係合部と連通する、上側に開放した通過口を固定印本体に形成し、
　把持ケースを下側にスライドさせると、前記係合解除レールの押圧部が、前記拡開端の
幅を狭めて、前記係合片を前記通過口に通過可能にし、係合部と係合片の係合を解除する
ように構成したことを特徴とする。
　このため、把持ケースを下側に押し込むだけで、係合部と係合片の係合が解除されて、
押印することができ、一方で、把持ケースから手を離すと、付勢機構の付勢力だけで、係
合部と係合片が係合し、固定印本体が昇降鞘枠に保持される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
（第１の実施形態の固定印付き回転印の構造）
　以下に、図面を参照しつつ本発明の第１の実施形態について説明をする。図１は第１の
実施形態の固定印付き回転印１の説明図である。図１（Ａ）は固定印付き回転印１の正面
図であり、図１（Ｂ）は固定印付き回転印１の側面図である。図１（Ｃ）は固定印付き回
転印１の底面図である。図１（Ｄ）は固定印付き回転印１の印影である。図２は図１の断
面図である。図２（Ａ）は図１（Ｃ）Ａ－Ａ断面図であり、図２（Ｂ）は図１（Ｃ）のＢ
－Ｂ断面図である。
【００１４】
　固定印付き回転印１は、回転印１０と固定印２０とから構成されている。図３に回転印
１０の説明図を示し、以下、回転印１０について説明をする。図３（Ａ）は回転印１０の
正面図であり、図３（Ｂ）は回転印１０の側面図である。図３（Ｃ）は回転印１０の正断
面図であり、図３（Ｄ）は回転印１０の側断面図である。回転印１０は、把持ケース１１
、スライド部材１２、回転印本体１３、コイルスプリング１４、コイルスプリング１５と
から構成されている。
【００１５】
　図４に把持ケース１１の説明図を示す。図４（Ａ）は把持ケース１１の内面図であり、
図４（Ｂ）は図４（Ａ）のＡ－Ａ断面図であり、図４（Ｃ）は図４（Ａ）のＢ－Ｂ断面図
である。把持ケース１１は、下側が開口した箱形形状をしている。把持ケース１１の内部
には、側面１１ｂと平行に離間したリブ１１ａが形成されている。リブ１１ａの下方には
、下方に延出する係合部１１ｃが形成されている。係合部１１ｃの断面は長方形筒状とな
っている。係合部１１ｃの側面には、係合部１１ｈが横方向に凹陥形成されている。
【００１６】
　係合部１１ｃ側面には、上下方向に係合解除レール１１ｉが突設されている。係合解除
レール１１ｉの下端には、下側に向かって徐々に突出量が減少するように係合部１１ｃの
表面に接続する傾斜面である押圧面１１ｊが形成されている。言い換えると、押圧面１１
ｊは、下側に向かって徐々に内側傾く傾斜面で構成されている。
【００１７】
　把持ケース１１の正面１１ｄには、複数の操作窓１１ｅが並列して上下に連通形成され
ている。図３に示されるように、操作窓１１ｅからは、後述する回転印本体１３の回転子
１３ａの外縁が突出するようになっている。把持ケース１１の上面１１ｆの内側には、ス
プリング受け１１ｇが凹陥形成されている。
【００１８】
　スライド部材１２は、相対向する側板１２ｃと、この側板１２ｃの上端を接続する上板
１２ａが一体となって形成されたものである。スライド部材１２の上板１２ａには、更に
上方に突出する扁平筒状のスプリング保持部１２ｂが形成されている。スライド部材１２
は、側板１２ｃが把持ケース１１の側面１１ｂとリブ１１ａの間に配置された状態で、把
持ケース１１の内部に上下にスライド自在に配設されている。
【００１９】
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　スライド部材１２の上板１２ａと把持ケース１１の上面１１ｆとの間には、コイルスプ
リング１４が取り付けられている。なお、コイルスプリング１４の下端は、スライド部材
１２のスプリング保持部１２ｂの外側で保持されている。コイルスプリング１４の自然長
は、スライド部材１２の上板１２ａと把持ケース１１の上面１１ｆ間の寸法よりも長くな
っている。このため、スライド部材１２が把持ケース１１に対して、下方に付勢されるよ
うになっている。
【００２０】
　回転印本体１３の中央には、複数の回転子１３ａが並列して、回転自在に軸着している
。回転子１３ａの外縁は、把持ケース１１の操作窓１１ｅから露出している。回転印本体
１３の下端には、第１のインキ吸蔵体１３ｄが配設されている。第１のインキ吸蔵体１３
ｄの上部と接して、第２のインキ吸蔵体１３ｅが配設されている。複数の無端印字ベルト
１３ｂが、それぞれ、回転子１３ａ及び第１のインキ吸蔵体１３ｄに巻きかけられていて
、回転子１３ａを回転させると、無端印字ベルト１３ｂが回転し、無担印字ベルト１３ｂ
に形成された印字を変えることができるようになっている。なお、無端印字ベルト１３ｂ
には日付やシリアルナンバー等の印字が形成されている。無端印字ベルト１３ｂは、それ
自体インキを吸蔵する構造であり、第２のインキ吸蔵体１３ｅに吸蔵されたインキが、第
１のインキ吸蔵体１３ｄを介して、無端印字ベルト１３ｂに供給されるようになっている
。回転印本体１３の下部には、第２のインキ吸蔵体１３ｅに連通するインキ補充穴１３ｆ
が形成されている。
【００２１】
　回転印本体１３の上部には、更に上方に突出する筒状のスプリング保持部１３ｃが形成
されている。スプリング保持部１３ｃは、スライド部材１２のスプリング保持部１２ｂ内
を貫入している。回転印本体１３ａは、把持ケース１１のリブ１１ａ間に配置された状態
で、把持ケース１１内に固装されている。無端印字ベルト１３ｂの下端は、把持ケース１
１の係合部１１ｃから下方に突出している。
【００２２】
　回転印本体１３のスプリング保持部１３ｃ内には、コイルスプリング１５が取り付けら
れている。コイルスプリング１５の上端は、把持ケース１１のスプリング受け１１ｇで保
持されている。コイルスプリング１５の自然長は、回転印本体１３のスプリング保持部１
３ｃの下端と回転印本体１３のスプリング受け１１ｇ間の寸法よりも長くなっている。
【００２３】
　図５に固定印２０の説明図を示し、図６に図５の断面図を示して、以下、固定印２０に
ついて説明をする。図５（Ａ）は固定印２０の正面図であり、図５（Ｂ）は固定印２０の
上面図である、図５（Ｃ）は固定印２０の側面図である。図５（Ｄ）は固定印２０の印影
面側を示した裏面図である。図６（Ａ）は図５（Ｂ）のＡ－Ａ断面図である。図６（Ｂ）
は図５の（Ｂ）のＢ－Ｂ断面図である。図６（Ｃ）は、図６（Ｂ）の要部詳細図である。
なお、図６（Ｄ）、（Ｅ）、（Ｆ）は、それそれ、図６（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）において
、便宜的に固定印本体２２を下側に移動させた図である。固定印２０は、昇降鞘枠２１と
固定印本体２２とから構成されている。
【００２４】
　昇降鞘枠２１は、相対向する一対の脚部２１ａと、この脚部２１ａの上端を接続する天
井部２１ｂと、この天井部２１ｂから上方に突出する押圧片２１ｃが一体となって形成さ
れたものである。天井部２１ｂには、窓穴２１ｄが連通形成されている。前記押圧片２１
ｃは、窓穴２１ｄの外縁に、相対向するように形成されている。押圧片２１ｃの下端には
、内側に突出する脱落防止突起２１ｋが形成されている。
【００２５】
　図６の（Ｃ）に示されるように、押圧片２１ｃの内面２１ｆには、その先端が内側且つ
上方に突出する板状の係合片２１ｇが設けられている。係合片２１ｇは、押圧片２１ｃ側
に向かって弾性力をもって変形可能となっている。係合片２１ｇが押圧片２１ｃ側に変形
すると、係合片２１ｇの弾性力により、初期状態（内側に）復帰するようになっている。
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昇降鞘枠２１を弾性力のある樹脂で形成した場合には、押圧片２１ｃと係合片２１ｇを一
体に形成することにより係合片２１ｇに弾性力をもたせることができる。或いは、係合片
２１ｇを弾性力のある金属や樹脂で構成し、係合片２１ｇを押圧片２１ｃに取り付ける構
造にしても差し支えない。
【００２６】
　固定印本体２２は、保持部材２２ａ、保持枠２２ｂ、リテーナー２２ｃ、インキ吸蔵体
２２ｄ、固定印盤２２ｅとから構成されている。
【００２７】
　保持部材２２ａは、相対向する一対の側板部２２ｆと、この側板部２２ｆの上端を接続
する天井部２２ｇと、この天井部２２ｇから上方に突出する係合片２２ｈが、一体となっ
て形成されたものである。天井部２２ｇには、挿入穴２２ｉが連通形成されている。前記
係合片２２ｈは、前記挿入穴２２ｉの外縁に、相対向するように形成されている。保持部
材２２ａは、昇降鞘枠２１の内側に昇降自在に配設されている。
【００２８】
　係合片２２ｈの外面には、係合部２２ｊが凹陥又は連通形成されている。図６の（Ｃ）
に示されるように、係合部２２ｊには、係合片２１ｇが侵入し、係合部２２ｊと係合片２
１ｇが係合している。このため、保持部材２２ａが、昇降鞘枠２１内の上方で保持され、
落下しないようになっている。
【００２９】
　図６の（Ｂ）や（Ｅ）に示されるように、保持部材２２ａには、係合部２２ｊの上端中
央に連通し、上方に開口する通過口２２ｘが形成されている。図６の（Ａ）～（Ｃ）に示
されるように、回転印１０を固定印２０に取り付けた状態では、把持ケース１１の係合解
除レール１１ｉの先端が、通過口２２ｘに侵入し、係合解除レール１１の押圧面１１ｊが
保持部材２２ａの係合片２２ｈの先端と当接している状態となっている。
【００３０】
　図６の（Ａ）（Ｂ）に示されるように、昇降鞘枠２１の脱落防止突起２１ｋは、保持部
材２２ａの係合部２２ｊ内に侵入している。
【００３１】
　係合片２２ｈの内側には、係合突起２２ｋが形成されている。側板部２２ｆの内側には
、スライド突起２２ｍが横方向に形成されている。
【００３２】
　保持枠２２ｂは、外側枠２２ｐと、この外側枠２２ｐの内側に配設された内側枠２２ｑ
と、外側枠２２ｐ及び内側枠２２ｑの上端を接続する天板２２ｒが一体となって形成され
ている。内側枠２２ｑの内側は窓穴２２ｓとなっている。外側枠２２ｐと内側枠２２ｑの
間で、上から順に、中央に窓穴を有するインキ吸蔵体２２ｄ及び中央に窓穴２２ｔを有す
る固定印盤２２ｅを保持している。固定印盤２２ｅの窓穴２２ｔ（保持枠２２ｂの窓穴２
２ｓ）から回転印１０の無端印字ベルト１３ｂの下端が露出するようになっている。保持
枠２２ｂの天板２２ｒには、インキ補充穴２２ｕが連通形成されている。
【００３３】
　保持枠２２ｂの外側枠２２ｐの外側には、スライド溝２２ｖが横方向に沿って形成され
ている。保持枠２２ｂのスライド溝２２ｖと、保持部材２２ａのスライド突起２２ｍが嵌
合して、固定印本体２２が保持部材２２ａに着脱自在に固着している。
【００３４】
　リテーナー２２ｃは、図６の（Ａ）（Ｂ）に示されるように断面形状が”Ｌ”字形状の
枠状となっている。リテーナー２２ｃは、固定印盤２２ｅの外縁を下側から保持し、固定
印盤２２ｅを保持枠２２ｂの外側枠２２ｐの内側に固着している。
【００３５】
　回転印１０を固定印２０に装着するには、回転印１０の先端を、固定印２０の挿入穴２
２ｉに挿入し、無端印字ベルト１３ｂを窓穴２２ｓから露出させる。すると、保持部材２
２ａの係合突起２２ｋが、把持ケース１１の係合部１１ｈと係合し、保持部材２２ａが把
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持ケース１１に固着し、回転印１０の固定印２０への装着が完了する。一方で、回転印１
０を上方に引っ張ると、保持部材２２ａの係合突起２２ｋと把持ケース１１の係合部１１
ｈとの係合が外れ、回転印１０を固定印２０から取り外すことができる。このように、回
転印１０と固定印２０とは着脱自在となっている。
【００３６】
　回転印１０を固定印２０から取り外した状態では、インキ補充穴１３ｆが露出している
状態なので、回転印１０の第２のインキ吸蔵体１３ｅにインキを補充することができるよ
うになっている。
【００３７】
　回転印１０と固定印２０を分離した状態で、固定印本体２２を手前に引くと、保持枠２
２ｂが保持部材２２ａに対してスライドし、保持枠２２ｂを保持部材２２ａから取り外す
ことができる。保持枠２２ｂを保持部材２２ａから取り外した状態では、保持枠２２ｂの
インキ補充穴２２ｕが露出しているので、当該インキ補充穴２２ｕからインキ吸蔵体２２
ｄにインキを補充することができる。保持部材２２ａが下方にスライドした状態であって
も、脱落防止突起２１ｋが係合部２２ｊ内に侵入し係合しているので、固定印本体２２が
昇降鞘枠２１から脱落しないようになっている。
【００３８】
　図２に示されるように、回転印１０が固定印２０に装着された状態では、昇降鞘枠２１
は、把持ケース１１に対して、昇降動可能となっている。また、コイルスプリング１４が
、スライド部材１２を下方に付勢し、スライド部材１２の側板１２ｃが、昇降鞘枠２１の
押圧片２１ｃを下方に押圧して、昇降鞘枠２１が下方に付勢される。一方で、保持部材２
２ａは、把持ケース１１の係合部１１ｃに固着しているので、固定印本体２２が下方に落
下しないようになっている。無端印字ベルト１３ｂ及び固定印盤２２ｅの印面は、昇降鞘
枠２１の脚部２１ａの下端よりも上側に位置している。このように、回転印本体１３及び
保持部材２２ａが把持ケース１１に固着し、コイルスプリング１４とスライド部材１２か
ら構成される付勢機構が、昇降鞘枠２１を把持ケース１１に対して下方に付勢するので、
昇降鞘枠２１の脚部２１ａが無端印字ベルト１３ｂ及び固定印盤２２ｅの印字面より下側
に位置し、無端印字ベルト１３ｂ及び固定印盤２２ｅの印字面が載置面に接触することが
無く、載置面が汚れることが無い。
【００３９】
　把持ケース１１を下方に押し込むと、係合解除レール１１ｉが、下方に移動し、係合解
除レール１１ｉの押圧面１１ｊと当接している係合片２１ｇの先端が、前記押圧面１１ｊ
に押されて、押圧片２１ｃ側に変形する。すると、係合部２２ｊと係合片１１ｊとの係合
が解除され、昇降鞘枠２１が、固定印本体２２に対して昇降自在となる。更に、把持ケー
ス１１を下方に押し込むと、コイルスプリング１４が圧縮されて、昇降鞘枠２１が、固定
印本体２２に対して、相対的に上方にスライドする。そして、無端印字ベルト１３ｂ及び
固定印盤２２ｅの印面が、紙面に達すると、無端印字ベルト１３ｂ及び固定印盤２２ｅに
形成された印影が印字される（図６の（Ｄ）～（Ｆ）の状態）。
【００４０】
　印字した後に、把持ケース１１から手を離すと、コイルスプリング１４の付勢力により
、昇降鞘枠２１が下方に付勢され、相対的に、保持部材２２ａが上方にスライドする。す
ると、昇降鞘枠２１の係合片２１ｇが保持部材２２ａの係合部２２ｊに係合する。本発明
では、押圧片２１ｃの内面に、内側且つ上側に突出する係合片２１ｇを形成したので、コ
イルスプリング１４の付勢力だけで、係合片２１ｇが保持部材２２ａの係合片２２ｈの上
端を乗り越えて、係合部２２ｊに嵌りこみ、係合片２１ｇが係合部２２ｊに係合するよう
になっている。
【００４１】
　本発明の固定印付き回転印１で押印する場合には、昇降鞘枠２１の脚部２１ａの下端が
、常時、紙面に押し付けられているので、固定印付き回転印１が紙面に対してずれること
がなく、印影がずれることが無い。
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【００４２】
　（第１の実施形態の作用）
　次に、本発明の作用について説明をする。回転印１０及び固定印２０にインキを補充す
る場合には、回転印１０を固定印２０から取り外す必要がある。本発明では、保持部材２
２ａの係合片２２ｈに係合部２２ｊを形成し、昇降鞘枠２１の押圧片２１ｃの内面２１ｆ
に、前記係合部２２ｊに係合する係合片２１ｇを設けたので、固定印２０を回転印１０か
ら取り外して昇降鞘枠２１に作用する付勢力が解除された状態で、固定印２０を載置した
場合であっても、係合部２２ｊと係合片２１ｇの係合状態が維持され、固定印盤２２ｅの
印字面が昇降鞘枠２１の脚部２１ａの先端よりも突出しない状態で、固定印本体２２が昇
降鞘枠２１に保持され、固定印盤２２ｅが載置面に接触することがなく、載置面が汚れる
ことがない。
【００４３】
　（第２の実施形態の固定印付き回転印の構造及び作用）
　図７に第２の実施形態の固定印２０の断面図を示して、以下、第２の実施形態について
説明をする。なお、図７の（Ｅ）、（Ｆ）は、便宜的に固定印本体２２を下方に移動させ
た図である。第２の実施形態では、押圧片２１ｃの内面２１ｆに、断面視略”Ｖ”字形状
で弾性を有する係合片２１ｍを設けている。係合片２１ｃは、その拡開端２１ｎが上側に
、交差部２１ｐが下側になるように配置され、その交差部２１ｐのみが押圧片２１ｃの内
面２１ｆに接続している。このため、押圧片２１ｃの拡開端２１ｎは、幅が狭まる方向に
変形可能になっている。係合片２１ｍの拡開端２１ｎの幅は、通過口２２ｘの幅よりも広
くなっている。昇降鞘枠２１を弾性力のある樹脂で形成した場合には、押圧片２１ｃと係
合片２１ｍを一体に形成することにより係合片２１ｍに弾性力をもたせることができる。
或いは、係合片２１ｍを弾性力のある金属や樹脂で構成し、係合片２１ｍを押圧片２１ｃ
に取り付ける構造にしても差し支えない。
【００４４】
　第２の実施形態では、係合部２２ｊは連通している。係合片２１ｍは係合部２２ｊ内を
貫入し、係合している。このため、固定印本体２２が、昇降鞘枠２１内の上方で保持され
、落下しないようになっている。図７の（Ｃ）に示されるように、係合片２１ｍは、係合
部２２ｊの内側から突出している。
【００４５】
　図７の（Ｂ）、（Ｄ）に示されるように、第２の実施形態の係合解除レール１１ｋは、
相対向する一対の板状のレールが、上下に把持ケース１１の係合部１１ｃの側面に形成さ
れている。相対向する一対の係合解除レール１１ｋの内面間の寸法は、通過口２２ｘの幅
寸法よりの小さくなっている。係合解除レール１１ｋの下端には、その内面が下側に拡開
した形状の押圧部１１ｍが形成されている。図７の（Ｂ）、（Ｃ）に示されるように、押
圧部１１ｍは、係合片２１ｍの拡開端２１ｎを受容するように、係合片２１ｍの拡開端２
１ｎと当接している。
【００４６】
　把持ケース１１を下方に押し込むと、係合解除レール１１ｋが、下方に移動し、押圧部
１１ｍと当接している拡開端２１ｎが、前記押圧部１１ｍに押されて、拡開端２１ｎの幅
が狭まる方向に変形する。係合解除レール１１ｋの内面の幅寸法は、通過口２２ｘの幅寸
法より小さいので、係合片２１ｍが通過口２２ｘを通過することができ、係合部２２ｊと
係合片２１ｍとの係合が解除され、昇降鞘枠２１が、固定印本体２２に対して昇降自在と
なる。更に、把持ケース１１を下方に押し込むと、コイルスプリング１４が押縮して、昇
降鞘枠２１が、固定印本体２２に対して、相対的に上方にスライドする。そして、無端印
字ベルト１３ｂ及び固定印盤２２ｅの印面が、紙面に達すると、無端印字ベルト１３ｂ及
び固定印盤２２ｅに形成された印影が印字される（図７の（Ｅ）、（Ｆ）の状態）。
【００４７】
　印字した後に、把持ケース１１から手を離すと、コイルスプリング１４の付勢力により
、昇降鞘枠２１が下方に付勢され、相対的に、保持部材２２ａが上方にスライドする。す
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ると、交差部２１ｐから係合片２１ｍが通過口２２ｘ内に侵入し、通過口２２ｘの側面が
、通過口２２ｘの側面で押されて、幅が狭まる方向に変形し、係合片２１ｍが通過口２２
ｘを通過し、保持部材２２ａの係合部２２ｊに係合する。本発明では、係合片２１ｍを弾
性材料で構成し、交差部２１ｐのみで、係合片２１ｍを押圧片２１ｃに接続したので、コ
イルスプリング１４の付勢力だけで、係合片２１ｍの交差部２１ｐが、通過口２２ｘ内に
侵入し、係合片２１ｍが係合部２２ｊに嵌りこみ、係合するようになっている。
【００４８】
（総括）
　以上、保持枠２２ｂを保持部材２２ａ内に着脱自在に配設した実施形態ついて本発明を
説明したが、保持枠２２ｂと保持部材２２ａとを一体構造とした固定印付き回転印につい
ても本発明を適用することができることは言うまでもない。
【００４９】
　以上、印字した後に、把持ケース１１から手を離した際に、昇降鞘枠２１の係合突起２
１ｇ（２１ｍ）が保持部材２２ａの係合部２２ｊに係合する実施形態について本発明を説
明したが、本発明はこの実施形態に限定されず、回転印１０に固定印２０が取り付けられ
ている状態では、係合突起２１ｇ（２１ｍ）と保持部材２２ａの係合部２２ｊは係合しな
いが、回転印１０から固定印２０を分離した際に、係合突起２１ｇ（２１ｍ）と保持部材
２２ａの係合部２２ｊが係合するように構成しても差し支えない。
【００５０】
　以上、現時点において、もっとも、実践的であり、かつ好ましいと思われる実施形態に
関連して本発明を説明したが、本発明は、本願明細書中に開示された実施形態に限定され
るものではなく、請求の範囲および明細書全体から読み取れる発明の要旨あるいは思想に
反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う固定印付き回転印もまた技術
的範囲に包含されるものとして理解されなければならない。    
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の実施の形態を示す固定印付き回転印の説明図である。
【図２】図１の断面図である。
【図３】回転印の説明図である。
【図４】把持ケースの説明図である。
【図５】固定印の説明図である。
【図６】図５の断面図である。
【図７】第２の実施形態の固定印の断面図である。
【図８】従来の固定印付き回転印の説明図である。
【図９】従来の固定印付き回転印の断面図である。
【図１０】従来の固定印付き回転印の断面図である。
【符号の説明】
【００５２】
　１　　　　固定印付き回転印
　１０　　　回転印
　１１　　　把持ケース
　１１ａ　　リブ
　１１ｂ　　側面
　１１ｃ　　係合部
　１１ｄ　　正面
　１１ｅ　　操作窓
　１１ｆ　　上面
　１１ｇ　　スプリング受け
　１１ｈ　　係合部
　１１ｉ　　係合解除レール
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　１１ｊ　　押圧面
　１１ｋ　　係合解除レール
　１１ｍ　　押圧部
　１２　　　スライド部材
　１２ａ　　上板
　１２ｂ　　スプリング保持部
　１２ｃ　　側板
　１３　　　回転印本体
　１３ａ　　回転子
　１３ｂ　　無端印字ベルト
　１３ｃ　　スプリング保持部
　１３ｄ　　第１のインキ吸蔵体
　１３ｅ　　第２のインキ吸蔵体
　１３ｆ　　インキ補充穴
　１４　　　コイルスプリング
　１５　　　コイルスプリング
　２０　　　固定印
　２１　　　昇降鞘枠
　２１ａ　　脚部
　２１ｂ　　天井部
　２１ｃ　　押圧片
　２１ｄ　　窓穴
　２１ｆ　　押圧片の内面
　２１ｇ　　係合片
　２１ｋ　　脱落防止突起
　２１ｍ　　係合片
　２１ｎ　　拡開端
　２１ｐ　　交差部
　２２　　　固定印本体
　２２ａ　　保持部材
　２２ｂ　　保持枠
　２２ｃ　　リテーナー
　２２ｄ　　インキ吸蔵体
　２２ｅ　　固定印盤
　２２ｆ　　側板部
　２２ｇ　　天井部
　２２ｈ　　係合片
　２２ｉ　　挿入穴
　２２ｊ　　係合部
　２２ｋ　　係合突起
　２２ｍ　　スライド突起
　２２ｐ　　外側枠
　２２ｑ　　内側枠
　２２ｒ　　天板
　２２ｓ　　窓穴
　２２ｔ　　窓穴
　２２ｕ　　インキ補充穴
　２２ｖ　　スライド溝
　２２ｘ　　通過口
　１００　　固定印付き回転印
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　１１０　　回転印
　１１０ａ　無端印字ベルト
　１１１　　把持ケース
　１１１ａ　係合部
　１１２　　スライド部材
　１１３　　コイルスプリング
　１１０ａ　印字部
　１２０　　固定印
　１２０ａ　窓穴
　１２０ｂ　印字面
　１２１　　固定印筐体
　１２２　　保持部材
　１５１　　日付
　１５２　　印字

【図１】 【図２】
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